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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも除湿領域と再生領域とを備え、除湿材を保持して回転することによって前記
除湿材が前記除湿領域と前記再生領域とを交互に通過する除湿ロータと、前記除湿領域を
介して被空調室に接続される処理側流路に設けられ、処理空気を前記除湿領域に通過させ
て前記被空調室に送気する処理側送風手段と、前記再生領域を介して加熱手段に接続され
る再生側流路に設けられ、前記加熱手段で加熱された再生空気を前記再生領域に通過させ
る再生側送風手段と、を備えた除湿装置において、
　前記被空調室内の人数を検出する人数検出手段と、
　前記人数検出手段の検出結果に基づいて前記処理側送風手段を制御し、前記処理空気の
送風量を調節する制御手段と、
　前記処理側流路には、前記除湿領域の入口での前記処理空気の温湿度を測定する温湿度
測定センサを備え、前記制御手段は、前記温湿度測定センサの測定値に応じて前記処理側
送風手段を制御し、
　前記制御手段は、前記再生側送風手段を制御することによって、前記再生空気の送風量
を調節し、
　前記処理領域の出口側には露点温度センサが設けられ、該露点温度センサの測定値に応
じて前記制御手段が制御の補正を行う除湿装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は除湿装置に係り、特にディスプレイデバイスや半導体デバイスなどを製造する
ドライルームへ低湿度空気を供給する除湿装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイデバイスや半導体デバイスなどをはじめとして、各種高性能デバイスの製
造では、超低湿度空間であるドライルーム設備が必要とされる。ドライルーム設備では、
低露点空気を製造する装置として、乾式除湿を利用した低湿度空気製造除湿装置が用いら
れている。この種の除湿装置では、処理空気を除湿ロータに通気して除湿する一方で、除
湿ロータに再生空気を通気することによって除湿性能を回復させている。
【０００３】
　たとえば特許文献１の乾式除湿機は、図６に示すように、除湿ロータ１が除湿領域１Ａ
と再生領域１Ｂとに別れている。除湿領域１Ａには処理側流路２が接続され、処理側送風
機３によって送気された処理空気が通気され、処理空気の水分が除湿ロータ１の除湿材に
吸着除去される。一方、除湿ロータ１の再生領域１Ｂには再生側流路４が接続され、再生
側送風機５を駆動することによって、加熱手段６で加熱された再生空気が再生領域１Ｂに
通気される。これにより、除湿ロータ１の除湿能力を回復させることができる。
【０００４】
　特許文献１では、処理側流路２の除湿ロータ１の下流側に露点検出器７が設けられてお
り、この露点検出器７の検出値に基づいてコントローラ８が加熱手段６の蒸気弁９を制御
し、再生空気の温度を制御している。したがって、特許文献１によれば、除湿処理後の処
理空気の露点に応じて除湿ロータ１の再生処理が行われるので、処理空気を所望の露点に
制御することができ、且つ、再生側の加熱手段６の省エネ運転が可能となる。
【特許文献１】特開平６－６３３４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の乾式除湿機は、応答性が悪いという問題があった。すなわ
ち、露点温度－５０℃以下の低湿度空気を製造する場合は通常、除湿ロータの回転数が１
０回／ｈと非常に遅いため、除湿ロータの再生側を制御しても、除湿処理後の処理空気の
露点が迅速に変化しないという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献１の乾式除湿機は、制御対象である被空調室の湿度負荷状態の変動に精
度良く対応することができないため、被空調室を必要以上に（すなわち、必要露点以下に
）制御しなければならず、無駄に除湿エネルギーを費やすという問題があった。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みて成されたもので、応答性が良く、被空調室内の負荷変
動に対応することのできる除湿装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は前記目的を達成するために、少なくとも除湿領域と再生領域とを備え、除湿材
を保持して回転することによって前記除湿材が前記除湿領域と前記再生領域とを交互に通
過する除湿ロータと、前記除湿領域を介して被空調室に接続される処理側流路に設けられ
、処理空気を前記除湿領域に通過させて前記被空調室に送気する処理側送風手段と、前記
再生領域を介して加熱手段に接続される再生側流路に設けられ、前記加熱手段で加熱され
た再生空気を前記再生領域に通過させる再生側送風手段と、を備えた除湿装置において、
前記被空調室内の人数を検出する人数検出手段と、前記人数検出手段の検出結果に基づい
て前記処理側送風手段を制御し、前記処理空気の送風量を調節する制御手段と、前記処理
側流路には、前記除湿領域の入口での前記処理空気の温湿度を測定する温湿度測定センサ
を備え、前記制御手段は、前記温湿度測定センサの測定値に応じて前記処理側送風手段を
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制御し、前記制御手段は、前記再生側送風手段を制御することによって、前記再生空気の
送風量を調節し、前記処理領域の出口側には露点温度センサが設けられ、該露点温度セン
サの測定値に応じて前記制御手段が制御の補正を行う。
【０００９】
　本発明によれば、被空調室の在室人数に応じて処理空気の送風量を調節するので、被空
調室の負荷変動に迅速に対応することができる。すなわち、処理空気の風量を増減した場
合にも、所望の露点温度の処理空気が得られ、被空調室の負荷変動に迅速に対応すること
ができる。また、請求項１の発明によれば、被空調室の在室人数に応じて処理空気の送風
量を調節するので、被空調室の負荷変動に応じた除湿運転を行うことができる。
【００１１】
　被空調室に必要な処理空気の送風量は、被空調室の在室人数と除湿領域の入口での温湿
度から求めることができる。したがって、本発明は、除湿領域の入口での温湿度に応じて
処理側送風手段を制御するので、被空調室に必要量の処理空気を送気することができる。
【００１３】
　本発明によれば、制御装置が処理側送風手段だけでなく、再生側送風手段を制御する。
したがって、処理空気の送風量に応じて再生空気の送風量を制御することができ、除湿ロ
ータの除湿材の除湿性能を維持しつつ、再生領域での消費エネルギーを最小限に抑えるこ
とができる。
【００１５】
　本発明によれば、除湿処理後の処理空気の露点温度に応じて制御の補正を行うので、た
とえば経時変化による除湿ロータの性能劣化に対して運転条件を変更することによって、
除湿性能を維持することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、被空調室の在室人数に応じて処理空気の送風量を調節するので、被空
調室の負荷変動に迅速に対応することができ、且つ、被空調室の負荷変動に応じた除湿運
転を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下添付図面に従って本発明に係る除湿装置の好ましい実施形態について説明する。
【００１８】
　図１は、第１の実施形態の除湿装置１０を模式的に示す構成図である。同図に示す除湿
装置１０は、デバイス製造などで必要とされる超低湿度空間である被空調室１２に低露点
温度の処理空気を送気する装置であり、円盤状の除湿ロータ１４を備えている。除湿ロー
タ１４は、たとえば塩化リチウムやシリカゲルを含浸させたハニカム状の不織布から成る
除湿材を内部に保持しており、軸方向に処理空気を通気した際にその処理空気から水分を
吸着除去できるようになっている。
【００１９】
　また、除湿ロータ１４は、除湿領域１４Ａ、再生領域１４Ｂ、パージ領域１４Ｃに分け
られている。すなわち、除湿ロータ１４の前後のエリアには不図示の仕切り板が設けられ
、除湿ロータ１４が三つの領域に仕切られている。
【００２０】
　さらに、除湿ロータ１４は、その中心軸を回転軸として回転自在に支持されており、不
図示の駆動手段に接続される。これにより除湿ロータ１４は一定の速度で回転駆動され、
その内部の除湿材が除湿領域１４Ａ、再生領域１４Ｂ、パージ領域１４Ｃの順で通過する
ように構成される。
【００２１】
　除湿ロータ１４の除湿領域１４Ａには、処理側流路１６が接続される。この処理側流路
１６は、除湿領域１４Ａを介して被空調室１２に接続されるとともに、その途中に処理側
送風機１８が配設されており、この処理側送風機１８を駆動することによって処理空気が



(4) JP 4867808 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

除湿領域１４Ａを通って被空調室１２に給気される。これにより、処理空気に含まれる水
分が除湿ロータ１４の除湿材に吸着除去され、低露点となった処理空気が被空調室１２に
給気される。処理側送風機１８には、送風機制御機構２０が電気的に接続されており、こ
の送風機制御機構２０によって処理側送風機１８が制御され、処理空気の送風量が調節さ
れる。
【００２２】
　処理空気の流れ方向に対して除湿領域１４Ａの上流側（図中左側）の処理側流路１６に
は、パージ流路２２が接続される。パージ流路２２は、除湿ロータ１４のパージ領域１４
Ｃを介して後述の再生側流路２４に接続される。したがって、処理空気の一部は、パージ
流路２２を介してパージ領域１４Ｃに送気される。これにより、パージ領域１４Ｃを通過
する除湿材が、処理空気によって冷却される。
【００２３】
　除湿ロータ１４の再生領域１４Ｂには、再生側流路２４が接続される。再生側流路２４
は除湿ロータ１４の再生領域１４Ｂを介して再生用加熱器２６に接続されており、この加
熱器２６によって再生側流路２４を流れる再生空気が加熱される。加熱器２６の構成は特
に限定するものではないが、たとえば電気ヒータや加熱コイルが用いられる。
【００２４】
　再生側流路２４には再生側送風機２８が設けられており、この再生側送風機２８を駆動
することによって、加熱器２６で加熱された再生空気が再生領域１４Ｂに通気される。こ
れにより、除湿ロータ１４の除湿材に吸着した水分が除湿材から脱着されるので、除湿材
の除湿性能を回復させることができる。
【００２５】
　また、再生側流路２４には、加熱器２６に対して再生空気の流れ方向の上流側と、再生
側送風機２８の下流側とを接続する循環流路３０が設けられている。したがって、除湿ロ
ータ１４を通過した再生空気の一部が循環流路３０を介して加熱器２６の前段に返送され
るようになっている。これにより、循環流路３０からの再生空気とパージ流路２２からの
処理空気とが混合して加熱器２６に供給され、再生空気として除湿ロータ１４に供給され
る。
【００２６】
　ところで、本実施の形態の被空調室１２には、人員検出装置３２が設けられている。人
員検出装置３２は、たとえば赤外線センサ等によって人を感知して被空調室１２内の人数
を検出するように構成されており、この人員検出装置３２のデータは中央演算装置（制御
装置）３４に出力される。中央演算装置３４は、在室人数（すなわち被空調室１２内の湿
度負荷）に応じて、被空調室１２に必要な処理空気の給気風量を演算し、その演算値を運
転状態設定器３６に出力する。運転状態設定器３６は、演算された給気風量となるように
送風機制御機構２０を制御する。これにより、被空調室１２内の湿度負荷に応じて、必要
量の処理空気が被空調室１２に給気される。
【００２７】
　次に上記の如く構成された除湿装置１０の作用について図４に基づいて説明する。図４
は、処理空気の給気風量の制御例であり、在室人数と給気風量との関係を示している。同
図の例は、被空調室１２の定員が６名であり、且つ、６名在室時に必要な給気風量を１０
０％としている。
【００２８】
　被空調室１２の内部における湿度負荷は人数に大きな影響を受けるため、被空調室１２
の在室人数に応じて処理空気の給気風量をコントロールする必要がある。そこで、本実施
の形態では、図４に示すように、被空調室１２の在室人数が２名以上の時に在室人数と処
理空気の給気風量とを比例制御している。
【００２９】
　処理空気の給気風量を増減しても、所望の露点の処理空気が得られる。したがって、図
４の如く在室人数に応じて処理空気の処理風量を比例制御することによって、被空調室１
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２の湿度負荷に迅速且つ正確に対応することができる。さらに、被空調室１２内の湿度負
荷に応じて処理空気の給気風量を増減するので、必要以上の処理空気を無駄に給気するこ
とがなく、省エネ化を図ることができる。
【００３０】
　在室人数が２名以下の場合には、被空調室１２の温湿度を維持できる最小の給気風量に
維持する。これにより、被空調室１２内の温湿度を常に一定に保つことができる。
【００３１】
　このように除湿装置１０によれば、被空調室１２の在室人数に応じて処理空気の給気風
量を制御するので、被空調室１２内の湿度負荷の変動に迅速に且つ正確に対応することが
できる。また、必要以上の処理空気を給気する無駄を省くことができ、省エネ化を図るこ
とができる。
【００３２】
　なお、上述した実施形態では、在室人数が２名以上の場合に限定して比例制御を行うよ
うにしたが、これに限定するものではなく、完全な比例制御を行ってもよい。また、比例
制御に限定するものではなく、在室人数に応じて適切な給気風量となるように制御するも
のであればよく、給気風量と在室人数との関係は予め試験等によって求めることが好まし
い。
【００３３】
　また、上述の給気風量は、処理空気の温度や被空調室１２の温度に応じて、補正しても
よい。たとえば、温度が高い場合には、作業者の発汗量が増加するので、給気風量が大き
くなるように補正し、反対に温度が低い場合には、作業者の発汗量が低下するので、給気
風量が小さくなるように補正する。これにより、被空調室１２の湿度負荷により正確に対
応することができる。
【００３４】
　図２は、第２の実施形態の除湿装置４０を模式的に示す構成図である。同図に示すよう
に、第２の実施形態の除湿装置４０は、除湿領域１４Ａの入口部（または除湿ロータ１４
の上流側の処理側流路１６）に温湿度センサ４２が設けられている。この温湿度センサ４
２によって測定された温湿度データは、中央演算装置３４に送信される。中央演算装置３
４には、再生側の運転状態設定器４４が接続され、この運転状態設定器４４に再生側の送
風機制御機構４６が接続される。
【００３５】
　中央演算装置３４は、人員検出装置３２で検出した在室人数から、被空調室１２に必要
な処理空気の風量を求めるとともに、温湿度センサ４２で測定した処理空気の温湿度から
、除湿ロータ１４の性能を維持するのに必要な再生空気の風量を演算し、それらの演算値
を処理側の運転状態設定器３６と再生側の運転状態設定器４４とに出力する。運転状態設
定器３６、４４は、演算された風量となるように送風機制御機構２０、４６を制御し、処
理空気や再生空気の風量を制御する。
【００３６】
　図２の被空調室１２には排気路５０が接続され、この排気路５０を介して被空調室１２
内の空気の一部が排気される。排気路５０には不図示の流量調節ダンパが設けられ、被空
調室１２内の作業者等によって独立して流量が制御され、通常は一定風量で排気される。
【００３７】
　また、被空調室１２には返送流路５２が接続され、その先端が処理側流路１６に接続さ
れる。返送流路５２と処理側流路１６との接続位置は、パージ流路２２と処理側流路１６
との接続位置よりも上流側となるように設定される。これにより、被空調室１２内の空気
が返送流路５２を介して処理側流路１６に返送される。
【００３８】
　次に上記の如く構成された第２の実施形態の除湿装置４０の作用について図５に基づい
て説明する。図５は、除湿ロータ１４の除湿領域１４Ａの入口部での絶対湿度と、除湿ロ
ータ１４の再生に必要な風量との関係を、設定湿度ごとに示している。同図に示すように
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、再生空気の必要風量は、除湿ロータ１４の除湿領域１４Ａの入口での絶対湿度に依存し
ており、この絶対湿度を求めることによって、再生空気の必要風量も決定する。そして、
再生空気の風量が必要風量よりも小さければ除湿ロータ１４の性能が徐々に低下すること
になり、反対に、再生空気の風量が必要風量よりも大きければ無駄にエネルギーを消費す
ることになる。
【００３９】
　ところで、第２の実施形態では、第１の実施形態と同様に、被空調室１２の在室人数に
応じて処理空気の給気風量を変化させている。処理空気の給気風量を変化させた場合、そ
の流量分だけ返送流路５２の返送風量が変化するので処理空気と返送空気との混合比が変
動し、混合後の処理空気は温湿度（すなわち絶対湿度等）が大きく変動する。したがって
、除湿ロータ１４を所定の除湿性能に維持するためには、再生空気の必要風量も変化する
ことになる。
【００４０】
　そこで、本実施の形態では、温湿度センサ４２を設け、その測定値によって、再生空気
の必要風量を演算し、その演算値となるように運転状態設定器４４が送風制御機構４６を
制御して再生空気の風量を調節している。したがって、常に必要最少の再生空気を供給す
ることができるので、被空調室１２の湿度負荷に迅速且つ正確に対応しつつ、再生側での
消費エネルギーを減らすことができる。
【００４１】
　なお、上述した第２の実施形態において、温湿度センサ４２は、通常の高分子型温湿度
センサを用いることができる。これにより、低コスト化及び測定精度の向上を図ることが
できる。また、温湿度センサ４２に代えて、露点センサを用いてもよい。
【００４２】
　なお、上述した第２の実施形態では、再生空気の風量を変化させるようにしたが、加熱
器２６を制御して再生空気の温度を変化させるようにしてもよい。また、再生空気の風量
と温度の両方を変化させるようにしてもよい。
【００４３】
　図３は、第３の実施形態の除湿装置６０を模式的に示す構成図である。同図に示すよう
に、第３の実施形態の除湿装置６０は、除湿ロータ１４よりも下流側の処理側流路１６に
温湿度センサ６２が設けられ、この温湿度センサ６２で測定されたデータが中央演算装置
３４に出力される。中央演算装置３４は、温湿度センサ５４の測定値から、除湿ロータ１
４の性能変化を判別する。そして、経年変化等によって性能が低下した場合には、再生風
量を増加したり加熱器２６の加熱温度を上昇させたりする。これにより、除湿性能が補償
され、常に最適な運転状態を保つことができる。
【００４４】
　なお、上述した第２、３の実施形態において、中央演算装置３４は、最適の再生風量を
求めるだけでなく、最適のパージ風量、最適の再生温度などを演算し、制御してもよい。
【００４５】
　また、上述した第１～第３の実施形態において、被空調室１２内の人数を検出する手段
は、特に限定するものではなく、たとえば、被空調室１２の出入り口にスイッチを設け、
そのスイッチを作業者が押圧操作することによって、入退室する人数を測定するようにし
てもよい。この場合には、被空調室１２に入る直前に在室人数を変更できるので、より迅
速な制御を行うことができる。
【００４６】
　さらに、人員検出装置３２として、被空調室１２の出入り口にカードリーダー等を設け
、入退室する人員がＩＣカード等をカードリーダーに読み込ませることによって被空調室
１２の在室人数を検出するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の第１の実施形態の除湿装置を示す構成図
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【図２】本発明の第２の実施形態の除湿装置を示す構成図
【図３】本発明の第３の実施形態の除湿装置を示す構成図
【図４】第１の実施形態における除湿装置の作用を示す図
【図５】第２の実施形態における除湿装置の作用を示す図
【図６】従来の除湿装置を示す構成図
【符号の説明】
【００４８】
　１０…除湿装置、１２…被空調室、１４…除湿ロータ、１６…処理側流路、１８…処理
側送風機、２０…送風機制御機構、２２…パージ流路、２４…再生側流路、２６…加熱器
、２８…再生側送風機、３０…循環流路、３２…人員検出装置、３４…中央演算装置、３
６…運転状態設定器

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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